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タイにおけるグローバル・ミニマム課税ルール（ピラー２）

が緊急勅令に基づき施行 
 

 

概要 

2024年 12月 26日、タイのグローバル・ミニマム課税ルールに基づく「トップアップ税に関する緊急勅令 B.E. 

2567（2024年）」（以下、「勅令」）が官報に正式に公布されました。本勅令は、2025年 1月 1日以降に開始

する事業年度から適用されます。規定には、グローバル・ミニマム課税ルール（以下、「ピラー2」）の規則に基

づく 3 つの課税メカニズムである（i）所得算入ルール（Income Inclusion Rule、以下「IIR」）、（ii）軽課税支払

ルール（Undertaxed Payments Rule、以下「UTPR」）、（iii）国内ミニマム課税（Domestic Minimum Top-up 

Tax、以下「DMTT」）が含まれており、OECD のグローバル税源浸食防止モデルルール（GloBE ルール）に

整合するように制定されています。なお、本勅令は財務省の管轄下にあり、歳入局によって施行されるもの

の、タイの歳入法典とは独立して運用されます。 

本勅令の適用を受ける多国籍企業グループに所属する事業体は、本社がタイ国内または国外にあるかに関

わらず、今後の影響を早急に評価し、コンプライアンスの準拠に備えることが推奨されます。 

本ニュース・レターは、当該勅令に照らして、ピラー2 ルールの適用対象となる多国籍企業グループが取るべ

き必要な行動の概要について紹介します。 

 

詳細 

適用対象企業 

本勅令は、直前の 4 事業年度のうち少なくとも 2 事業年度におけるタイバーツ建ての連結売上高が 7 億 

5,000 万ユーロ相当以上となる多国籍企業グループに所属しているタイの事業体に対して適用されます。 

GloBE ルールと同様に、本勅令は、政府機関、国際機関、非営利団体、年金基金、最終親会社である投資

ファンド、およびその他法令で定める特定の法人は適用の対象外となります。 

トップアップ税の決定 

本勅令は、国・地域の超過利益に対してトップアップ税率を適用することで税額を決定する国・地域ベースの

トップアップ税が導入されています。これには、特別な事情から発生する追加的なトップアップ税を含める調

整が含まれ、GloBE ルールに従った国・地域の適格国内ミニマムトップアップ税（Qualified Domestic 

Minimum Top-Up Tax、以下「QDMTT」）は除かれることになります。国・地域のトップアップ税率は、最低税

率の 15％から国・地域の実効税率を差し引いて計算されます。 

現在、GloBE ルールに基づくセーフハーバーや経過措置などの救済措置に関する規定は含まれていません

が、当勅令は、今後トップアップ税やその他の法規制を軽減または免除するための勅令を公布する権限を当

局に付与しています。 
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課税メカニズム 

タイで支払うトップアップ税には、以下が対象に含まれます。 

• 国内ミニマム課税（DMTT）：適用対象の多国籍企業グループに所属するタイの事業体は、タイにおける

実効税率が 15％を下回った場合、トップアップ税を支払う必要があります。当該トップアップ税は、それぞ

れの 純 GloBE 所得の計算に基づいてタイの各事業体に割り当てられます。 

• 所得算入ルール（ IIR）：タイに所在する最終親会社、中間親会社、または部分的被保有親事業体

（Partially owned parent entity）は、状況により、直接または間接的に持分を有する低税率の国・地域で

発生するトップアップ税を支払う必要があります。  

• 軽課税支払ルール（UTPR）： 適用対象の多国籍企業グループに所属するタイの事業体は、他の課税メ

カニズムでは徴収されない低税率の国・地域からタイに割り当てられたトップアップ税を支払う必要があり

ます。 UTPR に基づいて徴収されるトップアップ税は、多国籍企業グループに所属するタイの各事業体に

対して、それぞれの 純 GloBE 所得の計算に基づいて割り当てられます。 

本勅令では、納税責任の割当が規定されていますが、グループ全体の納税責任を負う単一の事業体を指定

することも可能です。しかし、割り当てられた事業体が支払いを滞納した場合、対象となる全てのタイの構成

事業体が連帯して未納税額を負担することになります。 

 

申告・納税手続 

1. 通知書の提出 

適用対象のタイの事業体は、構成事業体の中から代表して通知を行う単一の事業体を指定しない限り、

最終親会社の会計年度終了の日から 15カ月以内に、歳入局に通知書を提出する必要があります。 

通知書には、最終親会社、GloBE 情報申告書（GloBE Information Return、以下「GIR」）の代表提出

事業体、および歳入局長が指定するその他の詳細が含まれている必要があります。  

2.     税務申告 

 適用対象のタイの事業体は、最終親会社の会計年度終了の日から 15カ月以内に、歳入局にGIRを提

出する必要があります。ただし、最終親会社、タイに所在する代表申告企業、またはタイと情報交換協

定を有する国・地域に所在する事業体がすでに GIR を提出している場合、タイの事業体は歳入局に

GIRを提出する必要はありません。 

タイ国内で支払うトップアップ税に関するトップアップ税申告書も、最終親会社の会計年度終了の日から

15カ月以内に提出する必要があります。  

本勅令の適用対象の多国籍企業グループにおける初年度の提出期限は、最終親会社の会計年度終了の

日から 18カ月以内に延長されます。したがって、会計年度が 2025年 12月 31日に終了する多国籍企業グ

ループの場合、タイでの法定提出期限は 2027年 6月 30日となります。  
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3. 加算税および延滞税 

 3.1  加算税 

• GIR やトップアップ税申告書の内容を誤って申告した場合、不足税額に対して 100％の加算税

が課されます。 

• GIR やトップアップ税申告書の申告をしなかった場合、不足税額に対して 200％の加算税が課

されます。 

ただし、歳入局長が規定する手続きと規定に従い大臣の承認を得ることで、加算税の軽減または

免除が可能です。  

3.2   延滞税 

• トップアップ税の不足税額に対して、不足税額を上限に、月あたり 1.5%の延滞税が課されます。

延滞税は、所定の手続きおよび基準に従うことで月あたり 0.75％に減額することができます。   

4.  還付請求 

支払い超過分のトップアップ税の還付を請求できる期間は、各税務申告書の提出期限から3年間です。 

5. 除斥期間

納税者による誤った申告、あるいは無申告の場合には、歳入局はトップアップ税申告書またはGIRを提

出した日、もしくは提出期限から 5 年間は納税者に質問への回答を求める召喚状を発行でき、当該期

間を 2年間延長することも可能です。  

トップアップ税の除斥期間は申告日から 10年です。 

 

PwCの見解: 

• 本勅令は、GloBE ルールと密接に連携し、トップアップ税を支払う事業体のための仕組みを確立していま

すが、OECD から将来的に発行される具体的な執行ガイダンスや規定、手続き、および解釈をシームレ

スに統合できる柔軟性を持っています。 

• 本勅令には現在、セーフハーバーや経過措置、選択権などの具体的な救済措置に関する仕組みは含ま

れていません。しかし、勅令の規定に基づき、これらは今後、下位法令で導入されることが予想されます。

また、勅令には、タイの法律が OECD／G20 包括的枠組みで規定された、GloBE ルール、コメンタリー、

および執行ガイダンスと整合することを保証する具体的な条項が含まれています。この調整により、タイ

がピラー2を導入する際、標準的な GloBEルールから意図的に逸脱しないことが担保されます。  

• さらに、本勅令で規定されている会計基準の要件は、3 つの課税メカニズム全てにおいて OECD の

GloBEルールと整合しています。この整合性により、納税者や多国籍企業グループが財務会計や税務目

的で作成する帳簿に必要な既存のデータに加えて、ピラー2 に準拠するための二重のデータを維持する

必要がなくなり、負担が軽減されます。本勅令に基づくトップアップ税の計算の出発点は、最終親会社が

連結財務諸表に採用した会計基準に基づく財務会計上の純利益または損失となります。 
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本勅令の適用を受ける多国籍企業グループに所属する事業体

は、本社がタイ国内または国外にあるかに関わらず、関連法令の

施行による開示および引当金設定のための財務会計基準を含

め、今後の影響を早急に評価し、コンプライアンスの準拠に備え

ることが推奨されます。 
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